利用者ご家族様
面会時の飲食物の持参について

令和８年４月１日から面会制限の緩和に併せて、入所者様へ飲食物を持参することについても、条件付きで再開させていただきます。誤嚥、窒息、食中毒や感染予防のため、以下のことをお守りいただきますようお願いします。また、３階フロアで実施していた個別の飲食物の依頼は、一部を除いて終了となります。なお、飲食物を他の利用者様に提供することはお控えください。
1． 入所者様が食べきれる程度の量をお持ち込みください。残ったものは、お持ち帰りいただくか、施設で処分させていただくことになりますので予めご了承ください。
2． 入所者様の嚥下機能や持病（食物アレルギー、糖尿病など）に相応しい飲食物をお持ち込みください。入居者様の食事形態や食事制限について不明な点は、事前にお問い合わせください。
3． お持ち込みいただける食物は、未開封の市販品に限らせていただきます。自宅で作られたもの、開封後の市販品、消費期限や賞味期限を過ぎているものはお持ち込みできません。
4． 原則として、次のものはお持ち込みできません。
〇生寿司や刺身などの生もの
〇大福もち、豆類、飴など喉に詰まりやすいもの
〇アルコール飲料
5． 入所者様に飲食物を提供する際の介助はご家族様ご自身でお願いします。
6． 感染症予防のため、ご家族様のご飲食はご遠慮ください（面会時マスク着用）。
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